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９７ 

 

目標③【福島イノベーション・コースト構想等拠点間の移動手段の確保】を達成する

ために行う事業 

【施策３－2】公共交通事業者・民間企業と連携した交通施策の検討 

○事業３－２－１：研究施設・民間企業と連携した拠点施設までの新たな交通手段の検討 

●事業内容 

【研究施設・民間企業と連携した拠点施設までの新たな交通手段の検討】 

・復興拠点内の主要施設や研究施設等と連携を図りながら、バス・タクシー等を活用した新たな

交通手段の検討を行います。 

・また、広域公共交通や既往の域内交通とも連携を図りながら、公共交通利用の促進を図ります。 

（１／2） 

▲2011 年に運行を開始した西部循環線を、2014 年に「ベニちゃんバス 東くるりん」の愛称が付けられた。2017

年 7 月には、山形商工会議所が運行していた「中心街 100 円循環バス」と統合し、新たに「ベニちゃんバス 東くる

りん」の運行を開始。 

出典：ベニちゃんバス「西くるりん・東くるりん」 、広報やまがた_平成 29 年 8 月 1 日号 山形市 HP 

◆山形市「紅ちゃんバス」 
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●実施時期 ●関連主体 

平成 30 年度～ 行政（国・県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

▲京都駅から京都パルスプラザ・京セラを結ぶ、らくなん進都の生活の足を結ぶ

新たな路線。 

出典：R'EX 京都らくなんエクスプレス 株式会社ケイルック HP 

◆京都らくなんエクスプレス  

（2／2） 

▲平成 28 年 10 月 1 日から本格運行となった五霞町のコミュニティバスであり、五霞町役場や福祉センター、キューピー

五霞工場等をつなぐ路線。 

出典：五霞町「ごかりん号」 五霞町 HP（茨城県五霞町） 

◆五霞町「ごかりん号」 
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目標④【避難地域の公共交通を支える主体の確保と育成】を達成するために行う事業 

【施策４－１】避難地域の公共交通マネジメントの推進 

○事業４－１－１： 地域や民間企業による公共交通事業支援策・利用促進策の検討 

●事業内容 

【地域や民間企業による公共交通事業支援策・利用促進策の検討】 

・「人材育成」、「利用促進支援」、「広域連携」を目的とした、「避難地域における地域公共交通モ

ビリティ・マネジメント（MM）推進事業（仮称）」等による、公共交通事業支援や利用促進策

の検討を行ってまいります。 

 

（例）高齢者向け公共交通利用促進支援事業 

  ①概要 

   ・公共交通の乗り方教室開催 

   ・運転免許自主返納者支援制度紹介 

   ・スマートフォン端末等での公共交通利用方法や特典情報等の紹介 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施時期 ●関連主体 

平成 30 年度～ 住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

※関連主体の「行政」については、事業を実施する上で特に主体となる組織を下線で示している。 
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目標④【避難地域の公共交通を支える主体の確保と育成】を達成するために行う事業 

【施策４－２】公共交通の利用促進 

○事業４－２－１：バス利用の効果的な周知の実施 

●事業内容 

【モビリティ・マネジメントの実施】 

・モビリティ・マネジメントの一環として、公共交通利用促進プロジェクトや、カーフリーデー、

等の活動を積極的に行っていきます。 

 

（１／2） 

▲モビリティ・マネジメントの手法を活用したバス利用に

関する自発的な活動を促す。 

出典：八戸市におけるバス交通戦略_平成 25 年 10 月 

八戸市都市整備部都市政策課（青森県八戸市） 

▲市が目指す「自動車に過度に依存しない交通体系の実現」

に向け、車の使い方を市民と行政が一緒に考えるための周

知啓発と、快適で賑わいのある歩行空間を創出するための

イベント 

出典：「これからの公共交通のあり方」 さいたま市 HP 

◆八戸市 育てる公共交通  ◆さいたま市「カーフリーデー」 

▲一般市民向けの取り組みとして、現在取り組んでいる市内イベント会場での利用促進イベントを平成 27 年度に開催。 

 多様なターゲットを対象としたモビリティ・マネジメント施策を実施することで、市民の公共交通に対する認知度・定着を

図るとともに、利用促進につなげる。 

出典：「三沢市網形成計画（案） 三沢市 HP（青森県三沢市） 

▲ブースの設置 ▲体験乗車会の様子 

◆三沢市  
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●実施時期 ●関連主体 

平成 30 年度～ 住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス） 

福島県バス協会 

（2／2） 

▲中学・高等学校生向きに、通学時に公共交通の利用を促

すためのパンフレット・ツールバッグ等を配布している。 

出典：平成２７年度実施事業 弘前市 HP（青森県弘前市） 

▲鶴ヶ島市を走る公共交通「つるバス・つるワゴン」を乗降す

る時間や乗り継ぎなどに不安のある方を対象に、個人専用の

時刻表を作成する取組み。 

出典：マイ時刻表のご案内（サンプル） 鶴ヶ島市 HP 

（埼玉県鶴ヶ島市） 

◆鶴ヶ島市「マイ時刻表」 ◆弘前市「通学カタログ」 

▲高等学校入学後の通学手段として公共交通利用を促すため、リーフレ

ットと通学お試し乗車券を併せて配布している。 

出典：いばらきの公共交通 茨城県公共交通活性化会議事務局 HP 

◆八戸市 エコ通学定期券  ◆いばらきエコ通学の進め  

▲環境に優しいバスの利用促進のため 

土日に 100 円で乗車できる定期券。 

出典：八戸市 HP（青森県八戸市） 
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目標④【避難地域の公共交通を支える主体の確保と育成】を達成するために行う事業 

【施策４－３】公共交通人材確保・育成スキームの検討 

○事業４－３－１：福島県の公共交通を支える人材育成事業（組織体制の検討） 

●事業内容 

【福島県の公共交通を支える人材育成事業】 

・バス事業者の運転者の確保や、タクシー事業の再開・継続に向け、避難地域の公共交通を支え

る人材育成事業を推進するための組織体制の検討を行っていきます。 

 

（例）交通事業者人材確保・育成支援事業 

  ①人材参入促進事業 

   ・高等学校、高等専門学校、自衛官への働きかけ、PR 活動 

   ・自動車教習所との連携 

  ②体験受入支援事業 

   ・高等学校、専門学校インターンシップへの支援 

  ③キャリアパス支援事業 

   ・講習会、研修会への支援 

  ④二種免許取得費用補助 

 

●実施時期 ●関連主体 

平成 30 年度～ 住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

※関連主体の「行政」については、事業を実施する上で特に主体となる組織を下線で示している。 
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                                施策展開スケジュール 

 

施策メニュー 事業内容 
実施時期 

関連主体 
 H30 H31 H32 H33 H34 

【施策１－１】 

日常的な移動手段の確保 

○事業１－１－１ 広域路線バスの継続運行「川内～富岡」系統 平成 29 年 4 月 1 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－２ 広域路線バスの継続運行「いわき～富岡」系統 平成 29 年 4 月 1 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－3 広域路線バスの継続運行「葛尾～船引」系統 平成 29 年 4 月 1 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－４ 広域路線バスの継続運行「川内～船引」系統 平成 29 年 4 月 1 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－５ 広域路線バスの継続運行「川内～小野」系統 平成 29 年 10 月 2 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－６ 広域路線バスの継続運行「南相馬～川俣～医大経由福島」系統 平成 29 年 10 月 1 日より運行      交通事業者（バス） 

○事業１－１－７ 方部会・分科会での継続的・具体的な検討（実施事業者の状況を踏まえた路線の

検討、事業者への支援策等の検討） 

平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（バス） 

○事業１－１－８ JR 常磐線の運行再開（浪江～富岡駅） 

 

平成 31 年度末再開予定      交通事業者（鉄道） 

【施策１－２】 

帰還の促進 

○事業１－２－１ 避難先住民への運行路線や計画の周知（今後の帰還促進策との連携強化） 平成 30 年策定後速やかに      住民、行政（県・市町村） 

【施策２－１】 

乗り継ぎ結節点の強化 

○事業２－１－１ 広域公共交通と域内交通の結節点の確保 平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

【施策２－２】 

乗り継ぎ利便性の向上 

○事業２－２－１ 広域公共交通と域内交通のダイヤ等乗り継ぎに関する調整 平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（鉄道・タクシー） 

【施策２－３】 

外出機会の促進 

○事業２－3－１ 高齢者・交通弱者等の外出支援促進の検討 平成 30 年度～      住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

【施策３－１】 

福島イノベーション・コースト構想

に位置づけられた拠点施設までの公

共交通移動手段の確保 

○事業 3－１－１ 周辺中核都市から拠点施設までの公共交通による移動手段の確保 平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（バス） 

○事業 3－１－2 域内から拠点施設までの公共交通による移動手段の確保 平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

【施策３－２】 

公共交通事業者・民間企業と連携し

た交通施策の検討 

○事業 3－2－１ 研究施設・民間企業と連携した拠点施設までの新たな交通手段の検討 平成 30 年度～      行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

【施策４－１】 

避難地域の公共交通マネジメントの

推進 

○事業４－１－１ 地域や民間企業による公共交通事業支援策・利用促進策の検討 平成 30 年度～      住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

【施策４－２】 

公共交通の利用促進 

 

○事業４－2－１ バス利用の効果的な周知の実施 平成 30 年度～      住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス） 

福島県バス協会 

【施策４－3】 

公共交通人材確保・育成スキームの

検討 

○事業４－３－１ 福島県の公共交通を支える人材育成事業（組織体制の検討） 平成 30 年度～      住民 

行政（県・市町村） 

交通事業者（バス・タクシー） 

民間企業 

 

  

優先実施事業 優先検討事業 検討事業 

※関連主体の「行政」については、事業を実施する上で特に主体となる組織を太字で示している。 

継続運行 

継続運行 

継続運行 

継続運行 

継続運行 

継続運行 

新規運行 

再開 

実施 

検討 

検討 

検討 

検討 

検討 

検討 

検討・実施 

検討 

検討・実施 
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 第７章 達成状況の評価                        

 下記の実施体制と PDCA サイクルにより、中間評価を行いながら計画の進捗状況や効果を継続

的に評価します 

１．実施体制 

・本計画は、下図に示すとおり、様々な関係課機関が連携を図りながら事業の推進・実施を行って

いきます。 

・また、「福島県避難地域広域公共交通検討協議会」を主体とした検討体制を継続するとともに、具

体な事業の推進・実施に当たっては、「分科会」を立ち上げ、個々の事業をより具体的に検討でき

るような体制を構築していきます。 

 

 

実施体制のイメージ図 
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平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度以降～

事業実施

中間評価

事業実施

事業評価

復興の進展に合わせた

継続的な取組みの実施

必要に応じ見直し

継続事業の検討

 

２．実施評価スケジュール 

・本計画では、路線バスの継続運行や帰還の促進等、平成 30 年から実施された事業についての中

間評価を平成 32 年度に行います。その後、必要に応じて事業の見直しや継続図事業の検討を行

いながら、平成 35 年度以降の復興まちづくりの進展に合わせた継続的な取組みを実施していき

ます。 

 

 

◇平成 30～31 年度 事業実施 

◇平成 32 年度    中間評価 

◇平成 33 年度    事業実施（必要に応じ見直し） 

◇平成 34 年度    事業評価（継続事業の検討） 

◇平成 35 年度以降～ 復興の進展に合わせた継続的な取組みの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福島県避難地域広域公共交通網形成計画（案）180216 
 

１０７ 

 

３．目標とする評価指標 

・本計画においては、震災前と震災後において状況が大きく変化していることと、復興の進展と事

業の実施が密接に関係していることを考慮しながら、復興まちづくりの進捗状況と連携した指標

により、目標の達成度を評価していきます。 

 

（目標①【複数市町村に跨る公共交通の再開・充実】に対する評価指標） 

・高等学校・医療施設といった拠点内主要施設まで公共交通を利用してアクセス可能な市町村数を

評価します。 

 

（目標②【広域公共交通と域内公共交通の有機的な連携】に対する評価指標） 

・国・大学との連携によるアンケート調査を実施することで、外出機会（公共交通利用機会）の増

加を評価します。 

 

（目標③【福島イノベーション・コースト構想等拠点間の移動手段の確保】に対する評価指標） 

・福島イノベーション・コースト構想の進展と連携し、関連施設まで公共交通を利用してアクセス

可能な市町村数を評価します。 

 

（目標④【避難地域の公共交通を支える主体の確保と育成】に対する評価指標） 

・福島県の統計データを用いてバス・タクシー利用者数を評価します。 

 

目標とする評価指標 

目標 評価指標 

目標① 

【複数市町村に跨る公共交通の再開・

充実】 

◇指標① 

・拠点内主要施設（高等学校・医療施設）まで、公共交

通を利用してアクセス可能な市町村数 

目標② 

【広域公共交通と域内公共交通の有機

的な連携】 

◇指標② 

・外出機会（公共交通利用機会）の増加 

 

目標③ 

【福島イノベーション・コースト構想

等拠点間の移動手段の確保】 

◇指標③—１ 

・福島イノベーション・コースト構想関連施設まで、公

共交通を利用してアクセス可能な市町村数 

◇指標③—２ 

・12 市町村の従業人口の増加及び公共交通分担率の増加 

目標④ 

【避難地域の公共交通を支える主体の

確保と育成】 

◇指標④—１ 

・バス運送人員の増加 

◇指標④—２ 

・タクシー実働率の増加 
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評価指標の算出方法と数値目標（１／２） 

目標①の評価指標 

①-1 

拠点内主要施設（高等学校・医療施設）まで、公共交通を利用して

アクセス可能な市町村数 

・現況において、高等学校および医療施設まで公共交通を利用してアク

セス可能な市町村数に対し、新たな公共交通が整備されることにより

アクセス可能となる市町村数を評価 

算出方法 現状値（H29 年度） 目標値（H34 年度） 

広域路線バス・JR 常磐線の運行状況を県・

市町村が把握 

高等学校：  3 市町村 

医療施設：  — 

高等学校：7～8 市町村 

医療施設：8 市町村 

※１ 出典： 日常生活活動と公共交通に関するアンケート（P.110 参照） 

※２ 出典：「国勢調査による従業人口の推移（H12→H22）」より、避難地域 12 市町村の鉄道・バスの分担率 

（5.4%）÷（3.6%）＝1.5 とし、震災前（H12）の水準まで回復することを目標とする（P.111 参照） 

 

 

※目標①-1、③-1 の具体な市町村名および施設名はＰ114,115 を参照 

 

 

目標②の評価指標 

②-1 

外出機会（公共交通利用機会）の増加 

・H28 復興庁のアンケート結果より把握された外出機会の増加割合を基

準に、広域・域内公共交通の連携による効果を評価 

算出方法 現状値（H29 年度） 目標値（H34 年度） 

国・大学との連携によるアンケート調査の実

施により、震災前に比べ外出機会が増加した

と回答した割合を把握 

26%※１ 39% 

（現状値の 1.5 倍）※2 

目標③の評価指標 

③-１ 

福島イノベーション・コースト構想関連施設まで、公共交通を利

用してアクセス可能な市町村数 

・JR 常磐線・広域路線バスの運行により、アクセス可能となる福島イノ

ベーション・コースト構想関連施設数により評価 

算出方法 現状値（H29 年度） 目標値（H34 年度） 

各拠点の整備状況を県・各市町村が把握 3 市町村 10 市町村 
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日常生活活動と公共交通に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日常生活活動と公共交通に関するアンケート 

◇日常生活活動と公共交通に関するアンケート質問６で、震災・原発事故前と比べ「外出環境

はどのように変化したか」に対して、「外出頻度が増えた」という回答が２６.０%となった 
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分担率（鉄道・バス）

H12

H22

 

国勢調査による従業人口の推移（H12→H22） 

 

 

 

 

 

鉄道・バス自動車 合計 鉄道・バス自動車 鉄道・バス自動車 合計 鉄道・バス自動車
田村市 682 11,008 14,277 4.8% 77.1% 369 11,148 12,896 2.9% 86.4%

南相馬市 2,091 24,965 33,424 6.3% 74.7% 1,149 23,475 29,424 3.9% 79.8%

川俣町 448 4,520 6,591 6.8% 68.6% 158 4,379 5,492 2.9% 79.7%

広野町 99 2,195 2,819 3.5% 77.9% 48 2,090 2,546 1.9% 82.1%

楢葉町 73 3,135 4,168 1.8% 75.2% 66 3,108 3,887 1.7% 80.0%

富岡町 304 5,784 7,560 4.0% 76.5% 270 5,745 7,437 3.6% 77.2%

川内村 3 741 1,135 0.3% 65.3% 4 657 842 0.5% 78.0%

大熊町 365 5,827 8,390 4.4% 69.5% 392 7,157 9,650 4.1% 74.2%

双葉町 513 2,000 3,111 16.5% 64.3% 369 1,925 2,621 14.1% 73.4%

浪江町 305 5,848 7,854 3.9% 74.5% 197 5,744 7,162 2.8% 80.2%

葛尾村 5 261 325 1.5% 80.3% 1 269 295 0.3% 91.2%

飯舘村 3 588 821 0.4% 71.6% 26 1,574 1,796 1.4% 87.6%

合計 4,891 66,872 90,475 5.4% 73.9% 3,049 67,271 84,048 3.6% 80.0%

従業地・通学地による人口 分担率 従業地・通学地による人口 分担率
H12 H22

◇避難地域 12 市町村の鉄道・バスの分担率は、H12→H22 で 5.4％→3.6％に低下 

◇今後、震災前（H12）の水準まで回復することを目指す 

◇（5.4％）÷（3.6％）＝1.5 倍 

出典：平成 22 年国勢調査 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(9 区分)別 15 歳以上自宅外就業者・通学者数 － 都道府県, 市町村 
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実車 空車 計 定期 定期外 計

福島 1,061 72.2 40,696.6 8,127.4 48,824.0 6,425.8 14,724.1 21,149.9 

県別
事業者数

路線定期

21 

実働率
(%)

走行キロ　(千km) 輸送人員　(千人)車両数
(両)
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バス事業における輸送実績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 2７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実働率…延実働車両数÷延実在車両数 

※実車率…実車キロ÷合計×100 

※実車走行キロ…路線バスが営業路線を走った距離をキロメートルで表したもの 

※空車走行キロ…総走行から実車走行キロを差し引いたもの 

※輸送人員（定期）…今月１ヶ月間の定期乗車券による輸送人員 

（定期外）…定期乗車券以外の輸送人員 

 

 

 

出典：一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績 東北運輸局 HP（平成 2７年度） 

 

◇福島全体の路線定期の輸送人員は 2115 万人／年となる 
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　　 平成２７年度

 県

延実在車両数 延実働車両数 実働率 実車キロ 空車キロ 計 実車率

 別 市　別 （日車） （日車） （％） （千㎞） （千㎞） （千㎞） （％）

福島交通圏 法 人 等 164,189 127,830 77.9 7,508 10,163 17,671 42.5 

郡山交通圏 法 人 等 231,547 164,904 71.2 9,561 12,825 22,386 42.7 

145,251 93,099 64.1 6,822 9,029 15,851 43.0 

86,285 58,184 67.4 3,008 3,973 6,981 43.1 

627,272 444,017 70.8 26,899 35,990 62,889 42.8 

264,608 160,949 60.8 7,749 10,892 18,641 41.6 

891,880 604,966 67.8 34,648 46,882 81,530 42.5 

 福

い わ き 市

 島

会 津 若 松 市

小 計

そ の 他

計

項　目
　　延　　　車　　　両　　　数　　　 走　　　　　　行　　　　　　粁

164,189 
231,547 

145,251 
86,285 

264,608 

127,830 

164,904 

93,099 

58,184 

160,949 

77.9 
71.2 

64.1 
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60.8 
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タクシー事業における輸送実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実働率…延実働車両数÷延実在車両数 

※実車率…実車キロ÷合計×100 

※実車走行キロ…路線バスが営業路線を走った距離をキロメートルで表したもの 

※空車走行キロ…総走行から実車走行キロを差し引いたもの 

 

出典：一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績 東北運輸局 HP（平成 2７年度） 

◇避難地域 12 市町村が含まれる「その他」において、タクシー実働率は 60.8%となる。 
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公共交通を利用してアクセス可能な高等学校一覧 

高等学校 H29 H34 理由 

 

ふたば未来学園高等学校 

（広野町） 

 

広野町・楢葉町、富岡町 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、川内村、 

南相馬市 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

３ 7 

 

小高産業技術高等学校 

（南相馬市） 

 

南相馬市、浪江町、飯舘村 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

南相馬市、飯舘村 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

3 8 

※P.117、118 参照 

 

 

公共交通を利用してアクセス可能な医療施設一覧 

医療施設 現状値（H29） 現状値（H34） 理由 

 

ふたば医療センター 

附属病院 

（富岡町） 

Ｈ３０．４開始 

広野町、楢葉町、富岡町、

大熊町、双葉町、川内村、

浪江町、南相馬市 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

－ ８ 

※P.119 参照 

 

※市町村数は避難地域 12 市町村を対象 

※日常において通院、通学できると考えられる市町村名・数 
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公共交通を利用してアクセス可能な福島イノベーション・コースト構想関連施設一覧 

 

施設 Ｈ２９ Ｈ３４ 理由 

福島ロボットテスト 

フィールド 

（南相馬市） 

 

Ｈ３０年度開所予定 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

川内村、南相馬市、飯舘村、

川俣町 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

－ 10 

福島ロボットテストフ

ィールド浪江町滑走路 

（浪江町） 

 

Ｈ３０年度開所予定 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

川内村、南相馬市、飯舘村、

川俣町 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

－ 10 

廃炉国際研究センター

国際共同研究棟 

（富岡町） 

 

広野町、楢葉町、富岡町 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

川内村、南相馬市、飯舘村、

川俣町 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

3 10 

ＪＡＥＡ楢葉遠隔技術

センター 

（楢葉町） 

 

広野町、楢葉町、富岡町 

広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

川内村、南相馬市、飯舘村、

川俣町 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

3 10 

大熊分析・研究センター 

（大熊町） 

－   ・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 －   

アーカイブ拠点 

（双葉町） 

Ｈ３２年度開所予定 広野町、楢葉町、富岡町、 

大熊町、双葉町、浪江町、 

川内村、南相馬市、飯舘村、

川俣町 

 

・ＪＲ常磐線の再開 

・川内～富岡線の再開 

－ 10 

※P.120 参照 

※市町村数は避難地域 12 市町村を対象 
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公共交通ネットワークの現在（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通ネットワークの将来（イメージ） 
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アクセス可能となる高等学校分布図（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 赤字…新たに運行される公共交通        を利用してアクセス可能となる高等学校 

※   …現在の公共交通を利用して高等学校にアクセス可能な市町村 

※   …新たに運行される公共交通を利用して高等学校にアクセス可能な市町村 

 

※市町村は避難地域 12 市町村を対象 

※日常において通学できると考えられる市町村 
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アクセス可能となる高等学校分布図（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 赤字…新たに運行される公共交通        を利用してアクセス可能となる高等学校 

※   …現在の公共交通を利用して高等学校にアクセス可能な市町村 

※   …新たに運行される公共交通を利用して高等学校にアクセス可能な市町村 

 

※市町村は避難地域 12 市町村を対象 

※日常において通学できると考えられる市町村 



福島県避難地域広域公共交通網形成計画（案）180216 
 

１１９ 

 

 

アクセス可能となる医療施設分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 赤字…新たに運行される公共交通        を利用してアクセス可能となる医療施設 

※ 現在は未開業のため該当市町村なし 

※   …新たに運行される公共交通を利用して医療施設にアクセス可能な市町村 

 

※市町村は避難地域 12 市町村を対象 

※日常において通院できると考えられる市町村 
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 アクセス可能となる福島イノベーション・コースト構想関連施設分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 赤字…新たに運行される公共交通        を利用してアクセス可能となる施設 

※   …現在の公共交通を利用して施設にアクセス可能な市町村 

※   …新たに運行される公共交通を利用して施設にアクセス可能な市町村 

 

※市町村は避難地域 12 市町村を対象 
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 第８章 その他必要と認める事項                       

 避難地域特有の課題の整理 

 将来において維持・運営が可能な公共交通網の構築について 

 

１．避難地域特有の課題の整理 

・住民の帰還の促進とともに避難地域の高齢化を見据え、帰還した住民や新たな居住者が安心して

日常生活を送ることができるよう、交通安全対策を踏まえた上で交通ネットワークの形成が必要

です。 

・「福島イノベーション・コースト構想」の推進に伴い、利便性の高い公共交通を確保する必要があ

ります。 

・復興やまちづくりの進展に合わせた公共交通の確保・維持が必要なため、既存の枠組みにとらわ

れず柔軟な対応を図って行く必要があります。 

 

２．将来において維持・運営が可能な公共交通網の構築について 

・財源の確保については、国の復興財源等を活かしながら、将来的な県負担・市町村負担も踏まえ

検討していきます。 

・全国より更に深刻な人手不足の中、運転手や車両等の確保といった公共交通を維持・確保してい

くために必要な施策を検討、実施していきます。 

 

 

 

 

 

 


